
○熊本県警察ヘリポートの管理及び使用に関する訓令

平成９年４月１日

本部訓令甲第７号

(目的)

第1条 この訓令は、航空法(昭和２７年法律第２３１号。以下「法」という。)第４

７条第１項の規定に基づき、熊本県警察ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)

の管理及び使用について必要な事項を定め、これを使用する回転翼航空機(以下

「航空機」という。)の運航の安全を確保することを目的とする。

(ヘリポートの範囲)

第2条 ヘリポートの範囲は、着陸帯及びこれに附属する施設とする。

(管理責任者)

第3条 ヘリポートに管理責任者を置き、警備部警備第二課長をもって充てる。

2 管理責任者は、熊本県警察本部長(以下「警察本部長」という。)の指揮監督の下

に、次に掲げる業務を行い、ヘリポートを航空法施行規則(昭和２７年運輸省令第

５６号。以下「規則」という。)第９２条の保安上の基準に適合するよう管理しな

ければならない。

(1) ヘリポートの保全に関すること。

(2) ヘリポートの秩序の維持に関すること。

(3) ヘリポートの使用の許可及び禁止に関すること。

(4) ヘリポートにおける航空機の離着陸の安全の確保に関すること。

(5) その他ヘリポートの管理及び使用に関すること。

(ヘリポートの運用)

第4条 ヘリポートの運用時間は、日出から日没までとする。

2 管理責任者は、ヘリポートの運用に際しては、ヘリポートの点検及び清掃を行わ

なければならない。

(ヘリポートの使用)

第5条 ヘリポートは、航空機の使用のみに供するものとする。

2 ヘリポートを使用できる航空機の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 警察用航空機

(2) 警察業務と関連する業務を行う前号以外の国及び地方公共団体の機関の航空

機

(3) その他やむを得ない理由から警察本部長が使用を認めた航空機

3 ヘリポートを使用できる航空機の諸元は、次に掲げるとおりとする。

(1) 航空機の投影面の長さが１７.５メートル以内
(2) 航空機の投影面の幅が１４.１メートル以内
(3) 全備重量が６.５トン以内



4 熊本県警察用航空機の機長は、ヘリポートを使用する場合は、あらかじめ管理責

任者の許可を受けなければならない。

5 熊本県警察用航空機以外の航空機のヘリポートの使用については、あらかじめ警

察本部長の許可を受けて行わせなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 ヘリポートを使用する者は、法第５３条に定めるもののほか、次に掲げる事

項を遵守しなければならない。

(1) 航空機の搭乗者の乗降及び荷物の積卸しは、着陸帯で行うこと。

(2) 航空機の給油及び排油は行わないこと。

(3) 航空機の後部には回らないこと。

(4) 脱落防止施設には立ち入らないこと。

(5) 第９条に規定する監視員の指示に従うこと。

(機長の遵守事項)

第7条 機長は、ヘリポートにおける離着陸に際しては、国土交通省大阪航空局熊本

空港事務所の航空管制官と交信し、熊本空港において離着陸する飛行機の運航をさ

またげないよう必要な情報を得なければならない。

(ヘリポートの使用禁止)

第8条 次に掲げる場合は、ヘリポートの使用を禁止するものとする。

(1) 天災その他の原因のため、ヘリポートが損壊したとき。

(2) 強風、大雨、雷等気象状態が悪いとき。

(3) 積雪、凍結等ヘリポートの状態が悪いとき。

(4) 大規模な修理、改造等ヘリポートの工事を行うとき。

(5) その他管理責任者が、ヘリポートの使用に危険があると認めたとき。

2 管理責任者は、前項第１号の規定に基づき、ヘリポートの使用を禁止した場合は、

その旨を国土交通省の大阪航空局長及び熊本空港事務所長に通報するとともに、速

やかに復旧のための措置を執るものとする。

(監視員)

第9条 管理責任者は、ヘリポートにおける航空機の離着陸の安全を確保する者(以下

「監視員」という。)を指定し、必要により教養しなければならない。

2 管理責任者は、航空機がヘリポートにおいて離着陸する場合は、監視員２人を配

置しなければならない。

3 監視員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 航空機の離着陸前後におけるヘリポートの点検及び清掃に関すること。

(2) ヘリポートにおける航空機の離着陸の誘導に関すること。

(3) ヘリポートにおける航空機の搭乗者の乗降及び荷物の積卸しの安全の確保に

関すること。

(4) ヘリポートにおける航空機の火災、その他の事故が発生した場合の初動措置

に関すること。

(5) その他ヘリポートにおける航空機の離着陸の安全の確保に関すること。



(事故の措置)

第10条 監視員は、ヘリポートにおいて航空機の火災その他の事故が発生した場合

は、直ちに人命の救助、消火作業等の初動措置を執るとともに、管理責任者にその

旨を報告しなければならない。

2 管理責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちにヘリポートに応援の人員を派

遣する一方、別表第１により警察本部長に報告するとともに、関係機関に通報しな

ければならない。

(訓練の実施)

第11条 管理責任者は、毎年１回以上、ヘリポートにおける事故を想定した訓練を行

わなければならない。

(消火設備及び救難設備)

第12条 規則第９２条第８号に規定する消火設備及び救難設備は、別表第２のとおり

とする。

(飛行場業務日誌)

第13条 規則第９２条第１２号に規定する飛行場業務日誌は、別記様式のとおりとす

る。

(代行)

第14条 管理責任者は、熊本県の休日を定める条例(平成元年熊本県条例第１０号)第

１条に規定する県の休日においては、第４条第２項に規定するヘリポートの点検及

び清掃並びに前条に規定する飛行場業務日誌の記録を本部総合当直の当直主任に代

行させることができるものとする。

附 則

この訓令は、平成９年９月１日から施行する。

附 則(平成１１年３月３１日本部訓令甲第１１号)

この訓令は、平成１１年４月１日から施行する。

附 則(平成２０年３月１８日本部訓令第４号)

この訓令は、平成２０年３月３１日から施行する。

附 則(平成２１年３月１３日本部訓令第３号)

この訓令は、平成２１年３月２７日から施行する。

附 則(令和3年8月16日本部訓令第8号)

この訓令は、令和３年９月１日から施行する。

※ 別表・別記様式（略）




